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１ はじめに 

本資料は，東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業許可

申請について，「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「第二種埋設許可基準規則」という。）第五条及び「第二種廃棄物埋設

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「第二種埋設許可

基準解釈」という。）第 5 条への適合性を説明するものである。 

第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項を第 1 表に

示す。 
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の要求事項 

第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

（津波による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機

能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に

対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければ

ならない。 

 

第５条（津波による損傷の防止） 

１ 第５条に規定する「大きな影響を及ぼすおそれがある津

波」は、敷地及びその周辺地域における過去の記録、現地

調査の結果、行政機関等が実施した津波シミュレーション

の結果及び最新の科学的・技術的知見等を踏まえ、影響が

最も大きいものとすること。 

２ 第５条に規定する「安全機能が損なわれるおそれがない

ものでなければならない」を満たすために、上記１の津波

に対する廃棄物埋設施設の設計に当たっては、以下のいず

れかの方針によること。 

一 安全機能を有する施設は、津波による遡上波が到達し

ない十分高い場所に設置すること。 
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第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

 二 津波による遡上波が到達する高さにある場合には、遡

上波によって安全機能を損なうおそれがないこと。「安

全機能を損なうおそれがないこと」とは、遡上波による

安全機能への影響を評価し、施設の一部の機能が損なわ

れることがあっても、廃棄物埋設施設全体として安全性

が確保されることをいう。なお、「安全機能を損なうお

それがないこと」には、防潮堤等の津波防護施設及び浸

水防止設備を設置して、遡上波の到達又は流入を防止す

ることを含む。 

３ 上記２の遡上波の到達防止に当たっては、実用炉設置許

可基準解釈別記３第５条３一②の方針を準用すること。 

４ 上記２二の津波防護施設及び浸水防止設備並びに津波監

視設備を設置する場合には、実用炉設置許可基準解釈別記

３第５条３二及び五から七までの方針を準用すること。こ
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第二種埋設許可基準規則 第二種埋設許可基準解釈 

れら規定中「発電所」とあるのは「廃棄物埋設施設」と読

み替えるものとする。 
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２ 廃棄物埋設施設の安全機能について 

第二種埋設許可基準規則第二条第 2 項第一号によって，「「安全機能」とは、

廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の

喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」

とされている。 

廃棄物埋設施設（以下「本施設」という。）の安全機能は，放射性物質の漏

出を低減する機能（以下「漏出低減機能」という。）」及び遮蔽機能で，これ

らの安全機能を有する施設は，廃棄物埋設地（漏出低減機能及び遮蔽機能）

である。 

本施設に必要となる安全機能を維持する期間は，第 2 表に示すとおりであ

る。廃止措置の開始後は，廃棄物埋設地が有する漏出低減機能及び遮蔽機能

を期待できるように設計する。 

第 2 表 廃棄物埋設地における安全機能を維持する期間 

 

３ 設計対象設備 

第二種埋設許可基準規則第五条の設計対象設備は，本施設のうち廃棄物埋

設地である。 

 

安全機能 

廃止措置の開始前 

埋設する放射性廃棄物の 

受入れの開始から 

最終覆土完了まで 

最終覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

漏出低減機能 〇 〇 

遮蔽機能 〇 〇 

〇：安全機能を維持する 
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４ 第二種埋設許可基準規則第五条への適合のための設計方針 

本施設は，予想される津波に対して供用中に安全機能を損なわない設計と

する。具体的には，敷地及びその周辺地域における過去の記録，現地調査の

結果，行政機関等が実施した津波シミュレーションの結果及び最新の科学的・

技術的知見を踏まえ選定した津波による遡上波が到達しない十分高い場所に

設置し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

５ 第二種埋設許可基準規則第五条への適合性説明 

第二種埋設許可基準規則第五条の適合性説明に当たり，廃棄物埋設地の立

地的特徴を踏まえ，既往津波の敷地への到達実績及び既往知見を踏まえた津

波の評価を実施し，廃棄物埋設地に対する津波の影響を評価した。 

なお，本施設には取水設備を設置しないことから，津波評価は水位上昇側

のみ実施した。 

 

５．１ 廃棄物埋設地の立地的特徴 

廃棄物埋設地は，茨城県那珂郡東海村の東端に位置し，東は太平洋に面し

ており海岸から約 400 m 離れた東京湾中等潮位（以下「T.P.」という。）約＋

8 m に整地した敷地に設置する。なお，本施設には取水設備は設置しない。 

廃棄物埋設地は，第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物を埋設する埋設ト

レンチ及び覆土により構成する。 

廃棄物埋設地には，廃棄物を埋設する埋設トレンチを設置する。埋設トレ

ンチは，廃棄物の底面が T.P.約＋4 m となるよう掘り下げて設置し，最終覆

土完了後は覆土頂部が T.P.約＋12 m となる。 

廃棄物埋設地の位置を第 1 図，廃棄物埋設地及び周辺の標高を第 2 図に示

す。 
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第 1 図 廃棄物埋設地の位置図 

 

 

西側トレンチ        東側トレンチ 

 

第 2 図 廃棄物埋設地及び周辺の標高（ＥＷ断面） 
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５．２ 津波影響に対する評価フロー 

津波評価に当たっては，文献調査により既往津波の規模感を把握し，敷地

周辺に影響を及ぼした過去の津波を確認する。次に，本施設は第二種埋設許

可基準規則第四条からＣクラス設備であることを踏まえ，行政機関の津波評

価のうち最大クラスの津波を選定し，遡上波の到達点を評価する。 
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６ 既往津波に関する検討 

６．１ 文献調査 

６．１．１ 敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波 

敷地周辺の既往津波について文献調査を実施した。既往津波に関する主な

文献としては，土木学会（2016）（１），渡辺（1985）（２），渡辺（1998）（３），宇

佐美他（2013）（４），宇津他編（2001）（５），羽鳥（1975）（６），羽鳥（1987）（７），

竹内他（2007）（８），東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ（2012）（９），

国立天文台（2014）（10），Ioki and Tanioka（2016）（11），気象庁の発表等があ

る。 

文献調査によると，敷地周辺に影響を与えたと考えられる津波には，1677

年延宝房総沖地震津波，1960 年チリ地震津波，2011 年東北地方太平洋沖地震

津波等がある。 

竹内他（2007）（８）によると，1677 年延宝房総沖地震津波は福島県，茨城県

沿岸では記録の残っている最大の津波であり，水戸紀年，大洗地方史，玄蕃

先代集乾巻等の史料による建物被害等の記載から津波浸水高を推定しており，

ひたちなか市の浸水高は 4.5～5.5 m としている。 

チリ津波合同調査班（1961）（12）によると，1960 年チリ地震津波は茨城県久

慈港における痕跡高で約 2.3 m とされている。 

2011 年東北地方太平洋沖地震津波については，本施設に隣接する東海第二

発電所での痕跡高は概ね 5～6 m（最大 6.5 m）であった。既往津波に関する

文献調査結果を第 3 表，第 3 図及び第 4 図に示す。 
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第 3 表 既往津波の文献調査 

（敷地周辺に影響を及ぼした過去の津波） 

 

 

発生年月日
元号

波源域
地震規模1)

津波規模2)

m
地震・津波の概要3) 敷地への影響

Mj Mw

869.7.13

貞観11 
三陸沖

8.3
±1/4

－
4，－

[4] 

三陸沿岸：城郭・倉庫・門櫓・垣壁など崩れ落ち倒潰する
もの無数。津波が多賀城下を襲い，溺死約1千。流光昼の
ごとく隠映すという。三陸沖の巨大地震とみられる。

敷地付近への影響を示
す津波の痕跡はない。

1611.12.2

慶長16 
三陸沖 ≒8.1 8.34)

4，－
[3-4]

三陸沿岸および北海道東岸：三陸地方で強震。震害は軽く，
津波の被害が大きかった。伊達領内で死1783，南部・津軽
で人馬の死3千余という。三陸沿岸で家屋の流出が多く，
北海道東部でも溺死が多かった。1933年三陸地震津波に似
ている。

敷地付近への影響を示
す津波の痕跡はない。

1677.11.4
延宝5

房総沖 ≒8.0 8.24)
2，－
[－]

磐城・常陸・安房・上総・下総：上旬より地震が多かった。
磐城から房総にかけて津波があり，小名浜・中之作・薄
磯・四倉・江名・豊間などで死・不明130余，水戸領内で
溺死36，房総で溺死246余，奥州岩沼領で死123

茨城県那珂湊（現ひた
ちなか市）で
4.5～5.5m

1700.1.26
元禄12

北米
北西部沖

－ 9.0 －，－

北米北西部沖（カスケード地帯）：三陸～紀伊半島にかけ
て津波が来た。各地の津波の高さは岩手県宮古3m，同大槌
で2m，茨城県那珂湊で約2mと推定される記録がある。宮古
で津波の被害があったという。

茨城県那珂湊（現ひた
ちなか市）で約2m

1793.2.17
寛政5

三陸沖 8.0～8.4 －
2，2.5
[2]

陸前・陸中・磐城：仙台領内で家屋損壊1千余，死12。沿
岸に津波が来て，全体で家潰流失1730余，船流破33，死44
以上。余震が多かった。相馬・いわきにおいて引きで津波
がはじまっているのは1896年明治三陸地震と似ている。

敷地付近への影響を示
す津波の痕跡はない。

1896.6.15
明治29

三陸沖 8・1/4 8.34)
4，3.5
[3-4]

三陸沖：『明治三陸地震津波』：震害はない。津波が北海
道より牡鹿半島にいたる海岸に襲来し，死者総数は21959
（青森343，岩手18158，宮城3452，北海道6）。家屋流失
全半潰8～9千，船の被害約7千。波高は，吉浜24.4m，綾里
38.2m，田老14.6mなど。

敷地付近への影響を示
す津波の痕跡はない。

1933.3.3

昭和8
三陸沖 8.1 8.4 3，3

三陸沖：『三陸地震津波』：震害は少なかった。津波が太
平洋岸を襲い，三陸沿岸で被害は甚大。死・不明3064，家
屋流失4034，倒潰1817，浸水4018。波高は綾里湾で28.7m
にも達した。日本海溝付近で発生した巨大な正断層型地震
と考えられている。

敷地付近への影響を示
す津波の痕跡はない。

1952.11.4

昭和27

カムチャ
ツカ半島
南東沖

－ 9.0 1，－
カムチャツカ半島南東沖：『カムチャツカ津波』：太平洋
沿岸に津波，波高は1～3m程度。広範囲で家屋の浸水があ
り，三陸沿岸では漁業関係の被害があった。

福島県沿岸で
約0.5～1.5m

1960.5.22

昭和35
チリ
南部沖

－ 9.5 2～3，－

チリ南部沖：『チリ地震津波』：津波が日本各地に襲来，
波高は三陸沿岸で5～6m，その他で3～4m。北海道南岸・三
陸沿岸・志摩半島付近で被害が大きく，沖縄でも被害が
あった。日本全体で死・不明142（うち沖縄で3），家屋全
壊1500余，半壊2千余

茨城県久慈港で約2.3m

1964.3.27
昭和39

アラスカ
湾

－ 9.2 0，－

アラスカ湾：『アラスカ地震津波』：津波は太平洋沿岸各
地に波及した。日本沿岸の検潮記録によると，津波の高さ
は三陸沿岸南部でやや高かった。このため，この沿岸で浅
海漁業施設に若干の被害があった。

小名浜で0.35m，銚子で
0.36m

1968.5.16
昭和43

青森県
東方沖

7.9 8.2 2，2.5

青森県東方沖：『1968年十勝沖地震』：青森を中心に北海
道南部・東北地方に被害。死52，傷330，建物全壊673，半
壊3004。青森県下で道路損壊も多かった。津波があり，三
陸沿岸3～5m，浸水529，船舶流失沈没127。コンクリート
造建築の被害が目立った。

敷地付近への影響を示
す津波の痕跡はない。

2011.3.11
平成23

三陸沖 8.4 9.0 －，4

東北沖：『平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震，東
日本大震災』：日本海溝沿いの沈み込み帯の大部分，三陸
沖中部から茨城県沖までのプレート境界を震源域とする逆
断層型超巨大地震。3月9日にM7.3(Mw7.4)の前震，震源域
内や付近の余震・誘発地震はM7.0以上が6回，M6.0以上が
97回，死18493，不明2683，傷6217，住家全壊128801，半
壊269675。死者の90%以上が水死で，被害の多くは巨大津
波（現地調査によれば最大約40m）によるもの。

発電所で概ね5～6m
（最大6.5m）

1)地震規模は，宇佐美他(2013)を参照した。
2)津波規模ｍは，宇佐美他(2013)による。下線付き数字は羽鳥による値とされている。[ ]内の値は羽鳥(1975)による値を参照した。
3)地震・津波の概要は，宇佐美他(2013)，渡辺(1998)及び国立天文台(2014)を参照した。
4)土木学会(2016)を参照した。

太平洋沿岸に影響を及ぼした主な津波の一覧表（地震規模8.0以上（遠地津波については地震規模9.0以上）を抜粋）

1)地震規模は，宇佐美他（2013）（４）を参照した。 

2)津波規模は，宇佐美他（2013）（４）による。下線付き数字は羽鳥による値とされている。［］内の値は羽鳥

（1975）（６）による値を参照した。 

3)地震・津波の概要は，宇佐美他（2013）（４），渡辺（1998）（３）及び国立天文台（2014）（１０）を参照した。 

4)土木学会（2016）（１）を参照した。 
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第 3 図 既往津波の文献調査 

（1677 年延宝房総沖地震津波の痕跡高） 

 

 

第 4 図 既往津波の文献調査 

（2011 年東北地方太平洋沖地震津波による発電所の痕跡高） 

（経済産業省（2011）（22）） 

廃棄物埋設施設

拡大範囲 
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６．１．２ 津波堆積物調査 

津波堆積物に関する文献調査を実施した結果，茨城県日立市十王町及び千

葉県銚子市で津波堆積物が確認されている（澤井（2012）（13），Sawai et al.

（2012）（14）及び Yanagisawa et al.（2016）（15））。 

澤井（2012）（13）及び Sawai et al.（2012）（14）によると，茨城県日立市十

王町で確認された津波堆積物から 3 回のイベントが推定され，3 回のイベン

トのうち，文献記録と対比できるのは，1677 年延宝房総沖地震津波のみであ

る。 

Yanagisawa et al.（2016）（15）は，古文書及び津波堆積物調査に基づき，

1677 年延宝房総沖地震津波が千葉県銚子市の小畑池（T.P.＋11.3 m）に浸水

したと解釈している。 

また，千葉県九十九里浜地域における津波堆積物調査から，歴史記録にな

い津波の痕跡が確認されている（Pilarczyk et al.（2021）（16），産業技術総

合研究所（2021）（17））。津波堆積物は二層の砂層（上位から砂層 A，B）で，そ

れぞれ西暦 900 年～1700 年，西暦 800 年～1300 年に堆積したと推定してい

る。この堆積年代から判断すると，砂層 A は 1677 年の延宝地震あるいは 1703

年の元禄地震に対応する津波堆積物である可能性が高く，一方，砂層 B につ

いては，未知の津波の痕跡といえるとしている。 

 

６．１．３ 行政機関による津波評価 

茨城県（2012）（18）では，農林水産省・国土交通省（2011）（19）及び中央防災

会議（2011）（20）に基づき，津波対策を構築するに当たって二つのレベルの津

波（比較的頻度の高い津波（Ｌ１津波）と最大クラスの津波（Ｌ２津波））を

設定し，数値シミュレーションを実施している。最大クラスの津波であるＬ

２津波として，東北地方太平洋沖地震津波及び H23 想定津波を対象津波とし
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ている。なお，H23 想定津波は平成 19 年に茨城県で想定した津波である「延

宝房総沖地震津波」の波源域等を参考にした地震津波である。国土交通省

（2012b）（21）による地域海岸（一連の海岸線や湾）における設計津波の対象

津波群の選定を第 5 図，茨城県（2012）（18）によるＬ２津波の対象津波を第 6

図，国土交通省（2012b）（21）による数値シミュレーション結果を第 7 図，茨

城県（2012）（18）によるＬ２津波による浸水想定図を第 8 図に示す。これによ

ると，Ｌ２津波のうち本施設が位置する久慈漁港海岸から豊岡海岸において

水位が高い波源は H23 想定津波であり，その水位は T.P.＋10.3 m である。 

内閣府（2020，2022）（23）により，避難を軸とした総合的な津波対策の検討

のため，最大クラスの津波波源（日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル）

が評価されており，茨城県沿岸の浸水深分布が示されている。内閣府による

日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの津波による浸水想定は，本施設周辺

で津波高さ約 5 ｍである。内閣府（2020，2022）（23）による浸水想定図を第 9

図に示す。 
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第 5 図 地域海岸９における設計津波の対象津波群の選定 

 

 

第 6 図 Ｌ２津波の対象津波  

国 土 交 通 省

（2012b）（21） 

茨城県（2012）（18） 
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第 7 図 数値シミュレーション結果 

 

第 8 図 Ｌ２津波による浸水想定図 

国 土 交 通 省

（2012b）（21） 

廃棄物埋設施設

茨城県（2012）（18）に加筆 
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第 9 図 日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの津波による浸水想定図 

  

内閣府（2020，2022）（23）に加筆 

最 クラスの津波断層モデル 日本海溝（三陸・日高沖）
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６．１．４ 施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波の選定 

津波評価に関する調査の結果，廃棄物埋設地に「大きな影響を及ぼすおそ

れがある津波」として茨城県（2012）（18）が津波想定に用いているＬ２津波（H23

想定津波）を選定した。 

 

７ 津波評価 

廃棄物埋設地への影響を確認するためにＬ２津波（H23 想定津波）を対象

に数値シミュレーションを実施した。なお，解析条件は茨城県（2012）（18）と

同様とした。数値シミュレーションの計算条件を第 4 表，数値シミュレーシ

ョンの計算領域及び計算格子を第 10 図に示す。数値シミュレーションに用

いたモデルの妥当性確認として，茨城県（2012）（18）の最大浸水深分布との比

較を行った。同条件による茨城県（2012）（18）の最大浸水深分布との比較によ

る数値シミュレーションの妥当性確認結果を第 11 図に示す。モデル化に当

たっては，地形は東北地方太平洋沖地震被災後の地形（地盤沈降を反映）と

するとともに，津波の遡上経路に影響を及ぼす人工構造物の防潮堤等や残土

置場についても反映した。  

数値シミュレーションの結果，本施設周辺での最大水位は T.P.＋5.7 m で

あった。施設位置及び計算結果と，最大水位の評価結果を第 12 図に示す。 

 



 

18 

第 4 表 数値シミュレーションの計算条件 
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第 10 図（1） 計算領域及び計算格子（沖合領域～小領域） 

 

 

 

2,160 m 格子

720 m 格子 

240 m 格子 

120 m 格子 

N 
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第 10 図（2） 計算領域及び計算格子（沿岸部領域～詳細領域） 

 

5 m 格子 

東海村 

ひたちなか市 

日立市 

茨城県 

千葉県 

福島県 

廃棄物埋設施設

5 m 格子 

10 m 格子

40 m 格子 

10 m 格子

120 m 格子 

10 m 格子

N 
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第 11 図 最大浸水深分布図 

（左図：茨城県（2012）（18），右図：数値シミュレーション結果） 

 

第 12 図 施設位置及び計算結果（最大水位分布図） 

  

残土置場

廃棄物埋設施設

東海第二発電所

防潮堤

防護壁（JAEA）

最大水位：T.P.＋5.7m

NN 
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８ 安全機能への影響評価 

既往知見を踏まえた津波の評価を実施した結果，本施設の周辺に到達する

遡上波は最大で T.P.＋5.7 m となった。 

ここで，廃棄物埋設地は T.P.約＋8 m に整地した敷地に埋設トレンチを掘

り下げて設置し，廃棄物を埋設し，最終覆土を施工することを踏まえて，遡

上波の到達高さを T.P.＋5.7 m と仮定した場合における本施設への到達範囲

の概略平面図を第 13 図に，断面図を第 14 図に示す。 

津波による遡上波の到達範囲から，遡上波は本施設の外周に存在する法面

に到達するが，廃棄物埋設地の設置標高は，遡上波の到達高さに対して約  

2 m 高く，廃棄物埋設地には到達しないことから，廃棄物埋設地の安全機能

に直接影響を及ぼすおそれはない。 

 

 

 

第 13 図 本施設への遡上波の到達範囲概略図 平面図 

西側トレンチ 

東側トレンチ 
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（A-A 断面） 

 

 

（B-B 断面） 

 

 

（C-C 断面） 

第 14 図 本施設への遡上波の到達範囲概略図 断面図 

遡上波 

遡上波 

遡上波 
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９ 津波に対する設計 

前項にて津波の評価結果に対し，本施設の法面に津波は到達するが，廃棄

物埋設地には到達しないことから，廃棄物埋設地の安全機能に直接影響を及

ぼすおそれはないと評価した。 

ただし，本施設の設置地盤が主に砂質土で構成されていることを鑑みると，

到達した遡上波によって本施設の法面損傷が進んだ場合，廃棄物埋設地に二

次的に影響が及ぶ可能性がある。 

このことから，念のための対策として，遡上波によって本施設の法面が大

きく損傷しないように，遡上波が到達すると予想される法面に対してセメン

ト改良土による補強を行うとともに，法面直下を地盤改良することで津波に

対する安定性を確保する。津波に対する法面補強後の本施設の平面図を第 15

図に，断面図を第 16 図に示す。 

以上から，廃棄物埋設地は津波による遡上波が到達しない十分高い場所に

設置しており，廃棄物埋設地に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対し

て安全機能が損なわれるおそれはない。 
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第 15 図 本施設の地盤改良範囲概略図 平面図 

 

 

第 16 図 本施設の地盤改良範囲概略図 断面図 

 

  

西側トレンチ 

東側トレンチ 
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